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本⽇のテーマ

【都度業務】
税務調査



都度業務③年次業務年次業務

⽉次業務①⽇次業務⽇次業務

経理部の仕事分類
▸⼤きく分けると4つに分類される。

ü 現⾦・預⾦の管理
ü 経費精算
ü 領収書等管理
ü 請求書・領収書の作成
ü 伝票⼊⼒
l 勤怠管理・有給休暇管理

► 毎⽇やる定型業務 ► 毎⽉やる定型業務

► 毎年やる定型業務 ► 発⽣の都度実施する業務

l 給与計算・残業代計算
l 社会保険料等の徴収・納付
ü 所得税・住⺠税の徴収・納付
ü 売掛⾦・買掛⾦等の管理
ü ⽉次決算

l 社会保険料・労働保険料の更新
l 年末調整
ü 償却資産税の申告
ü 固定資産
ü 年次決算
ü 税務申告・中間納付
p 株主総会

l 賞与の⽀払い
l 従業員の採⽤、退職⼿続き
ü 税務調査

ü 経理系の業務
l ⼈事系の業務
p 総務系の業務
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税務調査の種類
▸税務調査には２種類ある。

①任意調査
②強制調査

（税務署）
（国税局）



税務調査の種類
▸税務調査には２種類ある。

①任意調査（税務署）
②強制調査（国税局）



税務調査（任意調査）とは
▸会社が申告した税⾦が、正しいかを税務署が確認する

会社 税務署

税⾦の申告・納税 正しく申告
できてる︖

税務調査

💦



税務調査の概要

頻度 ü 不定期

調査⽇数 ü 2〜4⽇程度

実施時期 ü 9⽉〜11⽉が多い

調査対象期間 ü 基本3年
ü 不備等5年、脱税等7年



税務調査の流れ
▸事前通知の後、実地調査が始まります。

事前通知

事前準備

実地調査

調査結果通知



事前通知
▸税務調査の約2週間前に税務署から電話がかかってくる。

税務署会社

顧問税理⼠

電話

税務代理権限証書

【事前通知の主な内容】
①実地調査を⾏うこと
②調査⽇時
③調査を⾏う場所
④調査の⽬的
⑤調査対象となる税⾦
⑥調査対象期間
⑦調査対象の帳簿など
⑧その他
（会社名・住所、調査官の⽒名・所属など）

電話



✔



実地調査前の準備
▸実地調査前に必要な書類を⽤意し、調査官の作業部屋を確保する。

① 決算書・税務申告書類
② 総勘定元帳
③ 補助簿（現⾦出納帳、売掛⾦元帳など）
④ 請求書・領収書
⑤ その他

⽤意する
書類

その他
対応事項 ① 調査官が作業する会議室などを確保する



実地調査

⾃⼰紹介・雑談（質問）

調査開始

ü 反⾯調査︓取引先や銀⾏に確認がいく

ü 帳簿調査︓顧問税理⼠か経理担当者が⽴ち合う
ü 現物調査︓パソコンや⾦庫の中など現物を提⽰

ü 持ち帰る場合は預かり証を保管する



調査結果通知
▸誤っていた場合は⾃分で直すか、直さない場合は税務署に⾏政処分される。

重要な
間違い

結果説明

会社

直します︕
ü修正申告（追加納付）
ü更⽣の請求（還付請求）

会社

納得いかん︕

ü更⽣処分
ü決定処分（無申告の場合）

軽微な
間違い ü ⼝頭注意

問題
なし ü 更⽣決定等をすべきと認め

られない旨の通知書



本⽇はこれまで︕



お⼟産


